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本稿では，運輸通信公報運輸版の全 437 号の掲載事項の目録を提供する。運輸通信公報運

輸版は昭和 18 年 11 月から 20 年 5 月の間の国有鉄道の施策の詳細が発表されているものであ

り，戦時下の鉄道史を調査する上で欠かすことのできない一次資料である。掲載事項の一覧

を縦覧することにより，この時期にどのような諸政策が打ち出されていったかの流れを知る

得ることができるであろう。また，運輸通信公報を所蔵し，研究者の閲覧の便を供する機関

は非常に限られているのが実情である。事前に目録で調査項目の下準備をしておくことによ

り，貴重な調査機会の時間的資源的な浪費を防ぐことにも役立つものと考える。

１．運輸通信省とは

運輸通信省は昭和 18 年 11 月 1 日に逓信省および鉄道省などを改組合併して発足した。そ

れまでの逓信省には郵便・貯金保険・電信・航空・海運・電力の各部門があり，電力は軍需

省に移り，それ以外の各部門と鉄道省，それに文部省から移管された気象台とが合併して運

輸通信省となった。国有鉄道の経営と私鉄・陸運の監督行政を掌っていた鉄道省は，運輸通

信省のなかの鉄道総局となった。運輸通信省のうち，鉄道・航空・海運・気象台に関する施

策や業務上の命令や注意事項を伝達するための『運輸通信公報（運輸版）』が日刊で発行され

た１）。残りの郵便・貯金保険・電信は外局の通信院としてまとめられ，そちらに関連する事項

は『運輸通信公報（通信版）』に掲載された。

昭和 20 年 5 月 19 日には再び改組が行われ，運輸通信省通信院は内閣逓信院となり，運輸

通信省は運輸省と改称され，公報運輸版も『運輸公報』に改称された。したがって，運輸通

信省および公報運輸版は 1年 7ヶ月弱の期間存在したことになる。

運輸通信省発足時の大臣は八田嘉明，昭和 19 年 2 月 19 日五島慶太，同 7月 22 日前田米藏，

20 年４月７日豐田貞次郎（軍需大臣と兼務），同 4月 11 日小日山直登と目まぐるしく交替した

（内閣総理大臣は運輸通信省発足当時東條英機，19 年 7 月 22 日小磯國昭，20 年４月７日鈴木

貫太郎と入れ替わった）。
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鉄道の現場従業員は傭人・雇員と称した。傭人は小学校卒業程度以上の者から採用した。

雇員は中学 3 年終了または実業学校 2 年半修了程度の者あるいは５年以上勤務の傭人のなか

から採用した。

２．公報運輸版掲載事項

省庁の施策や業務上の命令には，その決定のもつ影響規模やそれを周知させる範囲の広さ，

内容の具体性や詳細性などの程度によりいくつかの種類がある。省がその主任する事務につ

いて発する行政上の命令が省令であり，もう少し業務に密着した規程や路線・駅の設置改廃

などの事項は告示，さらに内部的な伝達事項が達である。また，上級官庁が所管の下級官庁

に対して行う事務の方針や権限の行使などの基本に関する命令が訓令である。これらは運輸

通信省では大臣名で発せられ，発せられた順で暦年ごとに番号が付される。

省令と告示・訓令は国民一般および他省庁にも関連する事柄であるとして，政府の公報紙

でもある『官報』にも転載され，その内容を省庁別に編纂し直した『法令全書』にも転載さ

れることになる。省令と訓令の参照は年と官庁名および番号で「昭和何年運輸通信省令第何

号」のように，告示は年月と官庁名および番号で「昭和何年何月運輸通信省告示第何号」の

ように示される。

達は各省庁部内に対する内容のものであるから，他省庁には必要とならない前提であり，

官報などには載らず，公報のみに掲載される。達の参照は年月と番号で「昭和何年何月達第

何号」のように示される。

公報には上記の省令・告示・達・訓令がそれぞれの欄を設けて，原則として全て掲載され

る。付番は運輸通信省として通算して行うため，通信院関連事項も混ざることになる。それ

ゆえ，通信院に特化した内容のものについては公報通信版にのみ掲載されて運輸版には省略

されることも多かった。

さらに，告示や達の補足説明や注意事項を述べた通牒や通報，統計，雑件といった事柄も

それぞれ欄を設けて公報に掲載された。雑件には，私鉄の許認可の事項も含まれている。こ

れらの欄の掲載事項は，時局が進むにつれて次第に減っていき，やがて必要最小限のものだ

けが載るようになっていった。

省の運営に関わる法律や他省の省令といった事柄も，法令の欄に一括してまとめて掲載さ

れた。ただし，これらの事項が掲載される日付は，官報に記載された日よりも遅れることが

多い。

実際上，鉄道営業に関することと同じくらいに紙面を割いている掲載事項は辞令であった。

辞令だけをまとめた号外も頻繁に発行された。その他，正月などに大臣などが行った訓示な

ども附録や号外で発行されることがあった。
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３．省令･告示類の目録

官報では，毎月中旬ごろに前月の官報に掲載された内容を官庁・種類別に排列し直した目

録が発行されてきた。これを参照すれば，省令と告示に関しては一覧することができる。官

報（現物またはマイクロフイルム）を所蔵する機関では，毎月の最初か，巻頭に収録分をまと

めた形で綴じこまれていることが多い。また，［3］は毎月の官報目録だけを集めた出版物で，

2006 年 8 月現在で明治 16 年 7 月から平成 9 年 12 月までの期間について出版されている。集

積されていることにより，あちらこちらを見る必要がない点は便利であるが，目的のものが

どの時期のものであるか確かでない場合は，毎月の目録を順々に繰って探すこととなる。

官報に掲載された法令（法律や告示など）は，その種類ごと官庁ごとに並べ替えて法令全書

に再掲される。その巻頭には掲載項目の目録が載っているので，官報目録と同様の使い方が

できる。

さらに，暦年ごとに 12 ヶ月分の法令全書掲載項目についての目録と，法令の頭文字だけで

なく法令事項中のキーワードをも考慮した索引を編纂した別冊が発刊されていた２）。これを用

いれば 1 年分の告示等を一覧することができる。また，ある事柄に関連する法令を探し出す

こともかなり効率的に行えることになる。掲載項目のキーワードによる索引が長期間に亘っ

て制作され続けられたことは和書では大変珍しいことであるし，実際によく編集された索引

であることが確かめられる。

［4］は昭和元年（大正 15 年）から昭和 20 年の間の，上記の法令全書の別冊索引目録の目録部

分だけを復刻したものである。昭和 17 年から 19 年および 20 年についても，毎月の目録の 12

ヶ月分を集めたものとなっている。

以上，省令や告示については何種類かの目録索引類が用意されているが，達レベル以下の

ものについても収録されている資料は［2］のみである。これは，日本国有鉄道百年史第４編の

執筆の参考にするために纏められた公報の件名目録である。その収録期間（大正９年～昭和 12

年）は同史第４編の対象とする時期に限られているが，辞令といわゆる雑報的な事項以外はす

べて収録されていることは特筆に値する。同史の編集は第４編もかなり早くから開始された

模様であり，［2］も年史編纂事業の開始に当たっての日本国有鉄道修史課の意気込みを反映し

たものとなっている。ただしその後，同史は刊行規模の当初予定が大幅に縮小されてしまっ

たため，［2］以外の時期を対象としたものは作成されていない。

上記［2］の期間と重なる部分のない公報運輸版では，毎月添えられた目録以外には頼るべき

ものはない。しかも，昭和 20 年 2 月以降については目録自体が編纂されていない。最初にも

述べたように，公報運輸版を所蔵し閲覧の機会を供する場所は非常に限られている。したが

って，目録を閲覧することもそれと同様に困難なことである。
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４．検索に対して備えるべき機能

法令などについては，目録（一覧表）があれば必要な事項を参照できると考えがちである。

しかし，目録ではその件名に載った範囲内でしか検索が行えない。たとえば，昭和 19 年 3 月

運輸通信省告示第 100 号は公報通信版の目録では「昭和 18 年 7 月鉄道省告示第 172 号廃止」

となっている。この廃止された告示が旅客運賃割引に関する件であることを知らないと，運

賃割引に関して調べようと思っているときに，いかに注意深く目録を眺めたとしても見落と

すことになる。このようなことは，事典で独立項目をひいたり，書籍で目次を見るだけでは，

事典や書籍の多くの部分に分散収録されている情報を探し出すことができないことと同様で

ある。すなわち，前掲した［3］や［4］などを用いた場合においても同様の失敗は免れ得ないの

である。

法令全書索引のような，内容を熟知した編者が作成した索引があれば大変役に立つわけで

あるが，先にも述べたようにこれは稀有な事象である。もともと和書には索引をつけるとい

う習慣がない。とくに，最近は書籍の編集作業のコンピューター化によって，書籍の本文中

から単語を拾い出してくることは非常に安易な作業になったため，それを並べなおしただけ

の索引で誤魔化していることが多くなった。それゆえ，内容を熟知した者が作った役に立つ

索引は滅多にない状況となっている。

本稿は，公報運輸版に毎月添えられた目録の集成である３）が，以上のような状況に鑑み，

各項目についてコンピューターによる単語検索に対応しやすいように補足した。すなわち，

以下の点について手を加えた：

（a）参照する過去の告示等に内容記載がない場合は，その内容を補足する。

（b）同上，同右など，同様の項目が並んだ場合の省略表現を復元する。

（c）専門用語の誤植は訂正し，それ以外も明らかな誤りは訂正した。誤植とは言い切れな

い，表現の微妙な違いをいずれかに統一することはしていない（配布と配付など）

（d）旧字体は新字体に書き換えた。ただし，聯→連や輛→両など，別の字への書き換えは

行っていない。

５．目録

以下，目録を収録する。

公報に掲載されたものすべてが目録に登録されるわけではない。たとえば，辞令やほとん

どの訓示は目録に掲載されなかった。通報のなかでも，その時点でだけ必要な事柄（たとえば，

ある貨車が行方不明であるので捜索するということ，未発売の切符の紛失があったのでそれ
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を無効とすること，など）はのちになって目録検索する必要がないと見做されて，目録から省

かれていることが多かった。本稿でも，当然に目録にあるべきものの掲載漏れ以外は，目録

にない本文項目は収録していない。

表１は公報運輸版の発行記録である。日曜祝日を除く毎日発行が原則であったが，時期が

進むにつれ臨時の休刊が多くなった。号数は創刊以来通しで，ページは暦年ごとに通算でつ

けられている。日曜日以外の全日付を一覧の形にした。週が変わるごとに横罫をいれてある。

号数の項に祝日とあるものは，官庁や学校が実際に休みであった日という意味であり，法律

で制定されている祝日とは食い違うものもある。休刊は，運輸通信省の都合により公報運輸

版が発行されなかったことを示す。

表２は公報運輸版の号外の発行記録である。本号は全現業部門先に配付されるものである

が，辞令や貨物輸送計画など，関係する部署以外には必要のないものは号外として発行し，

関係者のみに配ることとしていた。掲載した号外は，著者が公報雑件欄の発行記録または現

物によりその存在を確認したものだけで，これ以外にも発行されている可能性はある。ペー

ジ数の項に＊を付したものは，公報雑件欄に発行記録がないものである。内容の項には，そ
の号外の最も主要な内容を記載し，それ以外は載っていないということではない。

表３は目録の本体である。欄別，年別，種類別，番号のあるものは番号順に配列した。件

名の末尾に＊を付したものには，公報運輸版目録の記述に何かしらの手を加えてある。ペー
ジの項が（通）となっているものは，公報通信版に掲載されたもので，公報運輸版には雑件な

どにその旨の注記があっただけで本文は掲載されていない。数値は算用数字に，地の文の片

仮名は平仮名に書き換えた（仮名遣いは訂正していない）。示達の第何号は番号だけとした。
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注

１）『運輸通信公報（運輸版）』，『運輸公報』，それ以前に発行されていた『鉄道公報』，および公社化

後に日本国有鉄道が発行した『鉄道公報』を全てまとめて鉄道公報と総称することが一般的であ

る。本稿では今後，『運輸通信公報運輸版』を公報運輸版もしくは単に公報と略称する。

２）昭和 17 年から 19 年の目録索引は発刊されていない，昭和 20 年から 25 年は目録のみ発行された。

また，目録索引のキーワードによる索引は昭和 16 年版が最後で，昭和 26 年版からは法令事項の

頭文字による索引のみが作成されている。

３）昭和 20 年 2 月以降の目録は発行されていない。交通博物館（調査当時）図書室所蔵の公報マイク

ロフイルムには，原本所蔵者である日本国有鉄道によって作成されたと考えられる，この期間の

手書きの目録が添えられている。本稿では，それを元に訂正追加を行い，収録した。

表１の注

（18.12.14）第 36 号は 115 ページのみで，116 ページは白紙。

（19.2.10） 第 82 号は 87 ページのみで，88 ページは白紙。

（19.9.25） 第 271 号は 729 ページのみで，730 ページは白紙。

（20.3.6） 第 394 号の 107 ～ 110 ページは前後の号とページがだぶることになる。

表２の注

（18.11.1） 著者が現物を確認できたのは 8ページ目までで，以下は尻切れ状態のものであった。当該

告示の官報収録の分量から勘案して全 10 ページと推測した。

（18.11.30）同日の公報雑件に発行記録があるが，現物を見つけられなかったためページ数は不明であ

る。

（19.5.29） 公報 6 月 2 日雑件の発行記録によると 5 月 31 日付となっているが，現物の日付からも 29

日付が正しい。

（20.1.29） 現物未確認であるが，昭 20 年 1 月の公報目録には 29 日号外に運輸通信省令７を掲載とさ



れている。号外があれば，当該省令の官報収録の分量から勘案して全 1ページであろうと

推測した。

（20.3.6） 現物記載の日付は 2月 6 日だが，公報 3月 9 日雑件の発行記録にあるように３月 6日付が

正しいのではないかと判断した。

（20.3.24） 現物未確認であるが，昭 20 年 1 月の公報目録には 3月 24 日号外に運輸通信省告示７を掲

載とされている。号外があれば，当該告示の官報収録の分量から勘案して全 7ページであ

ろうと推測した。

表３の注

（18.11 運輸通信省令７～ 10） 公報への掲載が確認できなかった。

（20.２運輸通信省令９） 公報への掲載が確認できなかった。

（20.３運輸通信省令 24） 公報への掲載が確認できなかった。

（20.４運輸通信省令 26） 公報への掲載が確認できなかった。

（20.４運輸通信省令 29） 公報への掲載が確認できなかった。

（20.４運輸通信省令 36） 公報への掲載が確認できなかった。

（20.５運輸通信省令 43） 公報への掲載が確認できなかった。

（18.11 運輸通信･内務省告示１） 大 14 年６月の告示は番号なしで正当。

（19.１中央気象台告示２） 昭 17 年 12 月中央気象台告示１の内容は調べられなかった。

（20.２運輸通信省告示 44 ～ 47） これらの告示は官報に記載漏れとなり，法令全書にも記載されて

いない。官報と法令全書の目録では欠号とされているが，それは間違いである。

（20.４運輸通信省告示 101） 公報への掲載が確認できなかった。

（18.11 達 20） 公報への掲載が確認できなかった。この達は欠号ではないかと推測する。

（19.11 達 851） 目録には掲載されているが，公報への掲載が確認できなかった。この達は欠号では

ないかと推測する。

付記

本稿作成にあたり，2004 年度東京経済大学個人研究助成費（B04-03）の援助を受けた。

本稿は全文が，東京経済大学ウｪブサイト上において PDFファイルにて提供されているので，調査

研究に必要の向きはダウンロードの上，利用されたい。

―― 2006 年８月 28 日受領―――
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